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施策の取組方針１ 次世代を担う子どもの健全育成と自立までの支援の充実 

 

 基本施策１  子どもの権利擁護の推進 

【基本施策の考え方】 

 子どもは、「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」にうたわれているように、一個人

としてその最善の利益を保障されるべき存在です。さらに、子どもは、適切な養育を受ける権利

や不当な不利益がないよう保護される権利を有するとともに、意見表明や思想・良心の自由など

の能動的な権利も持ちます。このため、子ども自身が社会の一員であるという認識を持つために

も、子どもを権利の「主体」として明確に位置付け、子ども自身による意見表明や行動などを促

進するための取組を進めるとともに、子どもの権利に関する市民意識を醸成します。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 子どもの権利の保障 

  子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支え合い、子どもが幸せに暮らすことの

できるまちを実現するため、平成１９年１０月１日、「豊田市子ども条例」を制定しました。 

  平成２０年１０月に開設した「とよた子どもの権利相談室」では、本人及び関係者からの申

し立てを受け、問題解決に向けた取り組みを行いました。 

 (2) 子どもの権利に関する市民意識の醸成 

  子育て家庭が参加しやすい環境を用意するため、子育て総合支援センターで「あいあいフェ

スタ」を開催（参加者１，００７人）しました。志賀子どもつどいの広場では「志賀つどいフ

ェスタ」を開催（参加者３１０人）しました。 

「つくろう！豊田の未来！」をテーマに、平成２２年２月１４日、「子どもにやさしいまち

づくりシンポジウム２００９」を産業文化センター小ホールで開催（参加者２４０人）しまし

た。豊田市子ども会議の子ども委員３７名が、４つのテーマについて市に提言を行いました。

また、高校生メンバーを中心に「２年間やってきた子ども会議について」というテーマで市長

と意見交換を行いました。 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

（仮称）とよた子どもフ

ェスティバルの参加者

数 

－ 1,317人 2,000人 

次世代育成支援に関す

るシンポジウムの参加

者数 

－ 240人 1,000人 
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 基本施策２  家庭における子どもの養育機能の再生強化 

【基本施策の考え方】 

 近年の都市化や核家族化、少子化、地域社会の希薄化などの家庭を取り巻く環境の変化の中で、

家庭における子どもの養育機能が著しく低下していると指摘されています。このため、子どもの

養育の基本は「家庭」にあることを再確認し、家庭における子どもの養育機能を再生強化するた

めの取組を進めるとともに、親が子育ての具体的な方法や心構えを身に付け、親として果たすべ

き役割や責任を自覚し子育てに当たることができるよう、妊娠期等の早期からの「親育ち」への

支援を充実させます。 

 また、家庭における子どもの養育については、「育児（イクジ）なし」の父親の問題にも取り

組む必要があります。我が国では、父親が育児にかける時間が他の先進国と比較して突出して少

ないことが指摘されています。父親が親としての役割を積極的に果たすことが、子育て家庭の育

児ストレスや不安の解消のみならず、子どもの健全な育ちのためにも重要であると言えます。こ

のため、男性の家事・育児への参加を促すための意識啓発や学習機会の提供などの取組を推進し

ます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 家庭教育への支援の充実 

  交流館では、事業・講座を企画する際のキーワードの１つとして「子ども・親」を必須項目

に位置づけ、家庭教育講座を実施しました。延べ２５９講座を開講し、延べ１３，８８２人の

参加がありました。また、１６の交流館では「子育てサロン」を開設し、地域と家庭の結びつ

きを深めるため、子育て家庭が気軽に話し合う場を提供しています。 

とよた子育て総合支援センター、志賀子どもつどいの広場及び地域子育て支援センターでは、

親子遊びや育児講座を実施し、親と子の関わり方を紹介しました。実施回数は、とよた子育て

総合支援センターでは４４回、志賀子どもつどいの広場では１９回、地域子育て支援センター

では２５１回でした。 

こども園では、保護者を対象に年１～２回育児講座を開講しました。また、“パパママ先生”

と称した保育体験の場を設け、年１～２０回実施し、延べ８５０人の参加がありました。 

 (2) 父親の家事・育児への参加の促進 

  交流館では、事業・講座を企画する際のキーワードの１つとして「子ども・親」を必須項目

に位置づけ、家庭教育講座を実施しました。親子ふれあい遊び及び親子対象事業のうち、｢父

親｣をキーワードとした講座を延べ２９講座開講し、延べ５２４人（男児等も含む）の男性の

参加がありました。 

すべてのこども園で父の日にちなんだ父親学級（両親学級）を開催し、育児講座を開講しま

した。育児講座開講園数は６８園でした。 

とよた子育て総合支援センターでは、父子を対象とした親子遊び講座「お父さんとあそぼう」

を４回開講しました。 

マタニティ教室とベビー教室の開催にあたっては、父親の育児参加意識を高めるとともに、

夫婦でともに子育てにかかわる意識を高めるため父親の参加も促し、マタニティ教室に妊婦３

７１人とその夫３６０人、ベビー教室には親子６９８組（うち父親８１人）の参加がありまし

た。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

子育てサロンの開設交

流館数 
10交流館 16交流館 16交流館 

子育てサロンの年間利

用者数 
24,532人 延べ117,318人 96,000人 

地域教育懇談会の設置

地区数 
2地区 全地区 全地区 

マタニティ教室の開催

回数 
7回 7回 16回 

マタニティ教室の参加

延べ夫婦数 

妊婦444人及びその夫

320人 

妊婦371人及びその夫

360人 

妊婦800人及びその夫

400人 

ベビー教室の開催回数 6回 9回 14回 

ベビー教室の参加延べ

人数 

親子559組（うち父親41

人） 

親子698組（うち父親81

人） 

親子1,000組（うち父親

100人） 

 

 基本施策３  子どもの心身の健やかな成長に資する教育・育成環境の整備 

【基本施策の考え方】 

 子どもは、成長過程において様々な体験をすることによって、自ら感じ、学び、育っていきま

す。本市では、これまで学校や地域において様々な教育活動や体験活動の機会を提供してきまし

たが、今後は提供する教育の質の向上や機会の拡充などを含め、さらなる取組を進めます。 

 また、子どもの育成については、核となる保育園・幼稚園や学校においてその支援体制を整備

することが重要であることはもちろんですが、ともすれば低下しているとも言われる地域におけ

る子どもの育成機能の回復を図ることも重要な課題と言えます。特に、放課後の子どもの居場所

づくりやいじめ、不登校、少年非行など、学校だけでは解決が困難な問題も多くあることから、

家庭・学校・地域の連携の下に、「開かれた学校づくり」と「地域の子育て力の向上」の両面か

ら、子どもの育ちを支える教育・育成環境の整備に取り組みます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 幼児教育の充実 

  保育内容の充実を図るため、平成１７年３月に策定した「豊田市保育課程・指導計画」の内

容見直しを行いました。 

こども園におけるサービスの質の確保と向上を図るため、平成１８年に導入した「第三者評

価制度」を継続し、平成２１年度は民間移管園２施設の受審を行いました。 

幼保小中連携教育推進委員会を３回開催し、こども園・私立幼稚園・小学校の連携のあり方

を検討しました。全小中学校・園に対して、わくわくいきいきプラン・食育プラン・外国語活

動プランの活用状況及び意識調査アンケートを実施し、結果をもとに各プランの追加案を作成

しました。 

 (2) 確かな学力の向上と信頼される学校づくりの推進 

  地域住民にボランティアで学校を支援していただく制度の創設に向けて、学校総合支援体制

推進委員会を４回開催し、特色ある取組事例を掲載した学校総合支援ガイドブックを作成しま

した。また、社会福祉協議会の地域ボランティアコーディネーター配置事業と連携し、情報交

換を行いました。 
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  学校の教育方針、理念、活動内容等をホームページにより家庭・地域に発信するとともに、

双方向の情報交換の仕組みづくりを進めるため、ホームページ作成・管理ソフトの基本操作を

実習するＩＣＴ研修会・ＩＣＴ校内研修を行いました。学校ホームページの年間更新回数の平

均は２６５回でした。 

  学校経営の参考とするため、全小中学校（１０２校）において教職員の自己評価と、保護者

アンケートを実施しました。 

  全小中学校及び特別支援学校で、地域住民のなかから学校評議員（学校アドバイザー）を設

置しました。委嘱したアドバイザー人数は４２１人（小学校２９７名、中学校１２４名）で、

個別の意見聴取や、アドバイザー間の意見交換を行いました。 

 (3) 豊かな心と健やかな体の育成 

  心の教育の充実を図るため、道徳授業力の向上を目指して、１０人の道徳指導員が４０校を

訪問しました。 

  自然を大切にする心を育むため、自然観察の森から鞍ケ池公園までの一帯を保全し、自然環

境学習の場として整備する計画を進め、新ネイチャーセンターほかサテライト施設の建築工事

を完了しました。 

  環境にやさしい行動ができる市民を育むため、環境学習施設eco-Tの施設見学を行い、２３，

２０６人の参加がありました。また、体験から気づきを得られるよう工夫しながら、様々なテ

ーマでエコライフ講座を開催しました。エコライフ講座の開催回数は５３回を数え、延べ１，

１２５人が参加しました。 

  子どものやる気や好奇心に応じたものづくり活動を支援し、ものづくりリーダーを養成する

ため、交流館単位にサイエンスショーやものづくり教室を開催しました。とよた科学体験館、

ものづくりサポーターのプログラムから選択された講座を１７回開催しました。 

  トヨタ技術会の「ＴＥＳフェスティバル」と豊田市の「とよたものづくりフェスタ」との共

催事業として「わくわくワールド」を開催しました。参加者数は延べ３０，０００人で、その

うちものづくり体験者数は５，８００人でした。 

  児童・生徒が、音楽、絵画、伝統芸能等の芸術文化活動に接する機会として、「能楽鑑賞教

室」と心に残る記念事業「中学生コンサート」を開催しました。「能楽鑑賞教室」には中学校

１年生が４，３８２人、「中学生コンサート」には中学校３年生が４，２５４人参加しました。 

  子どもたちが郷土の歴史や民芸にふれ興味をもつきっかけとなるよう、親子を対象に郷土の

歴史・民芸の講座等を開催しました。参加者数は、「民芸館」で２２０人、「郷土資料館」で４，

９６６人、「近代の産業とくらし発見館」で９９６人でした。 

  音楽活動を通じて青少年の豊かな情操を養うとともに、異年齢による集団のなかで思いやり

や自立心を育むことを目指して、小学校２年生から大学生を対象とする少年少女合唱団（団員

１２３人）、小学校４年生から大学生を対象とするジュニアオーケストラ（団員５９人）、小学

校４年生から２２歳を対象とするジュニアマーチングバンド（団員７４人）の活動を実施しま

した。 

  子どもたちにスポーツ観戦の楽しさや感動を体験してもらうため、市内在住の小学校６年生

を対象に、１，３１８人の児童とその保護者をサッカーを始めとする各種スポーツ観戦に招待

しました。また、市内のこども園・私立幼稚園９９園でグランパスエイトのライセンス指導者

が巡回指導を実施し、延べ８，３５０人の年長園児が参加しました。 

  体力、年齢、技術、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親し

むことができる生涯スポーツの基盤となる「地区総合型スポーツクラブ」に対し育成費補助を

行いました。人材確保のため、マネージャー養成講座、指導者養成講座、コーディネーション

トレーニング研修会を実施し、延べ１６４人が受講しました。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

第三者評価の受審施設

数 
－ 2施設 累計24施設＊ 

学校アドバイザー設置

校数 
－ 103校 103校 

教科領域等指導訪問 － 
指導員10人 

40校訪問 

指導員12人 

51校訪問 

新ネイチャーセンター 

 
－ 建築工事完了 供用開始 

環境学習施設利用者数 

 
－ 23,206人 30,000人 

出前科学工作教室開催

数 
－ 17回 13回 

とよたものづくりフェ

スタ来場者数 
4,000人 30,000人 10,000人＊ 

能楽鑑賞会の参加生徒

数 
中学1年生全員 4,382人 中学1年生全員 

心に残る記念事業の参

加生徒数 
中学3年生全員 4,254人 中学3年生全員 

市内全小学4年生、中学2年

生の美術館見学学習 
－ 4,322人 

小学4年生全員、中学2

年生全員 

夏休みキッズツアー(ワー

クショップ含む) 
－ 104人 85人 

夏休み親子で楽しむ漆講

座 
－ － 55人 

体験型講座 

事業数 
12事業 42講座 12講座 

開催日数 

 
104日間 377日 104日 

少年少女音楽３団体 

団員数 
286名 256人 340名＊ 

スポーツ観戦事業 

参加児童生徒数 

3,356人（対象児童生徒

の31％） 

1,318人（対象児童の

32％） 
対象児童生徒の50％ 

豊田キッズサッカー教

室の開催園数 
68地区 99園（全園） 全園 

地区総合型スポーツク

ラブ設立地区数 
3地区 12地区 全26地区 

 

基本施策４  思春期児童への支援の充実 

【基本施策の考え方】 

 これまで「子育て支援」といった場合には、主に乳幼児期及び学童期までの支援が中心となる

ことが多く、これ以上の思春期の年齢層については施策分野も多岐にわたり相互の連携が難しく、

また学校以外には拠点施設も少ない状況にありました。しかし、思春期の子どもをめぐっては、

いじめや不登校、少年非行などの問題行動への心のケアも含めた対応や、十代の妊娠の増加を踏

まえた思春期における性教育の徹底が、昨今の重要な課題として認識されています。これら思春

期児童への支援については、教育、保健、福祉、警察等の関係主体の連携の下に適切に進めてい

きます。 
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【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 思春期からの健康づくりの支援 

  市内中学校を中心に、相手を思いやる気持ちの大切さや性感染症の予防についてなどの出前

講座を４回実施し、延べ１，０８９人が参加しました。 

  思春期の子どもとその親に対して、心と身体の発達の変化や必要な知識の普及啓発を行うこ

とを目的に、２中学校で「抱っこ体験学習」、１小学校で「命を感じる授業」を開催しました。 

  エイズ予防教育実践協力校を２校指定し、予防に必要な知識普及のための講演やレッドリボ

ン作成などを実施しました。 

  少年期に身につけたい生活習慣を学校教育に取り入れるため、教育研究所養護部会と連携し、

喫煙・飲酒防止、睡眠に関する健康教育資料を作成し４７，６８２枚を配布しました。同時に、

生活習慣病予防のため、若年期からの正しい知識の普及が必要な内容について、小中学校で健

康教育を４５回実施し、６，２０１人が参加しました。 

  薬物乱用防止推進協議会を開催するとともに、「ダメ！ゼッタイ」普及運動期間や麻薬覚せ

い剤乱用防止運動期間中に街頭啓発活動を実施しました。また、薬物乱用防止についての講習

会を５回開催しました。 

 (2) 子ども相談機能の充実 

  青少年相談センターにおいては、児童精神相談員、青少年相談員、学校コンサルタント及び

少年非行相談員を配置し、青少年の総合的相談支援体制を整備しました。また、学校訪問によ

るいじめ不登校対応への支援や、校内現職研修による教員の資質向上に向けた支援を実施しま

した。更に、適応指導教室（ふれあい教室）を月曜日から金曜日まで開設し、学習、スポーツ、

体験活動を実施しました。在籍者は、小学生１０人、中学生６０人でした。 

  児童生徒のいじめ等教員の手の届かない部分を専門的見地から補い問題を解決するための

心の相談員を小学校６４校、中学校２５校に、不登校対応教員の教科補充としての非常勤講師

を小学校１校、中学校１７校に配置しました。また、県費によるスクールカウンセラーを全中

学校と小学校７校に配置するとともに、市費によるスクールカウンセラーを小学校９校に配置

しました。 

 

 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

思春期教室 

「あかちゃんの抱っこ

体験学習」 

「未来のパパ・ママ体験

学習」 

 その他思春期教室 

－ 

「抱っこ体験学習」 

 2中学校 

その他思春期教室 

「命を感じる授業」 

 1小学校 

3小中学校 

エイズ予防教育実践協

力校の指定校数 
8校 23校 17校 

出前講座開催 

 
－ 

4回/年 

延べ1,089人 

10回/年 

延べ2,000人 

指導者向け研修会 

 
－ － 2回/年 

健康教育の出前講座の

実施回数 
48回 45回 102回 

不登校専門員体制 

 
－ 11人 15人 
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指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

心の相談員 

 
－ 89校 

希望する学校全てに配

置 

不登校対策の教科補充

教員 
－ 18校 

希望する学校全てに配

置 

 

 基本施策５  次世代の親の育成 

【基本施策の考え方】 

 子育ては、将来の親を育てることでもあります。子どもたちが、家庭を築くことや自分の子を

持つことについての意義を理解し、子育てに関する正しい知識やイメージを持つことができるよ

う、世代間交流等の実施により子どもや家庭を持つことについて知る機会を提供します。 

 中でも、思春期の子どもたちは、まもなく親となり得る年齢層でもあることから、この世代が

子どもとの接触体験や日常的な関わりを通じて、子どもや子育てに関する正しい知識や理解を持

つことができるよう、必要な取組を進めます。このように、子どもたちが、大人たちに「守られ

る」一方で、自分より幼い子どもたちを「守る」体験もすることにより、徐々に次世代の親とし

て育っていくことを支援します。 

 また、子どもたちが地域活動等を通じて得る人間関係や体験は、子どもの自立性や社会性を育

むうえでとても重要です。このため、子どもたちが自主的に参画できる地域活動やボランティア

活動の場と機会を確保するとともに、地域の各種団体との協力や役割分担について検討を進めま

す。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 異年齢交流の推進 

  子ども同士で教え合うことで豊かな人間性を育むことができるよう、平成１８年設置の小中

連携教育推進委員会を発展させ、こども園・私立幼稚園も含めた連携のあり方を検討しました。 

  こども園７園において、託児等を補助する高校生ボランティアを積極的に受け入れました。

こども園１園につき３～７人の高校生ボランティアが配属されました。 

(2) 地域づくり活動等への参画意識の醸成 

  子どもたちが集団活動をとおして、社会性、協調性、自発性を培うことができるよう、青少

年育成団体６３６団体に補助金を交付することで支援しました。同時に、企画・運営について

アドバイスできる指導者を延べ７５回派遣しました。 

  クリーン活動などのボランティア体験を通して地域活動に参画する機会を提供するため、中

学生ボランティアスクールと高校生ボランティアスクールを開講しました。中学生延べ１０人、

高校生９３人が参加しました。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

保育園・幼稚園等と交流

する小中学校数 
52校 72校 72校 

補助金交付子ども会 

 
－ 469団体 485団体 

補助金交付ジュニアク

ラブ 
－ 161団体 168団体 

レクリエーション指導

派遣件数 
－ 75回 80回 

運営指導者派遣回数 

 
－ 92回 30回 

派遣対象児童数 

 
－ 7,110人 1,000人 

中学生ボランティアスク

ール参加者数 
－ 10人 50人 

中学生ボランティアスク

ール講座開催数 
－ 5回/年 7回/年 

高校生ボランティアス

クール参加者数 
－ 93人 120人 

高校生ボランティアスク

ール講座開催数 
－ 延べ74回/年 11回 

夢に挑戦するグループ

数 
－ － 26 

夢実現を支援するサポ

ーター数 
－ － 100人 
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施策の取組方針２ すべての子どもと子育て家庭に対する支援の充実 

 

 基本施策６  身近な地域における子育て支援機能の充実 

【基本施策の考え方】 

 すべての子育て家庭が、ニーズに応じた多様な支援を身近な地域で受けられるようにするため、

相談や情報提供などの機能充実を図ります。また、最近の子育て不安等の実態が核家族化や地域

社会の希薄化などに伴う子育て家庭の孤立、特に専業主婦の「母親の孤立」にあると考えたとき

には、この孤立を防ぎ、母親自身が心の安定と安心を持って子育てに向かい合うことができるよ

うに支援することが重要となります。このため、子育て家庭の交流や情報交換の場と機会を提供

することにより、親の精神的なケアと孤立の防止に取り組みます。なかでも、親子が気軽に集う

ことができる場、すなわち身近な地域におけるちょっとした「ひろば」の必要性が高まっている

と考えられます。特に本市の場合は、産業特性から父親が夜間勤務の回数が多いこともあり、こ

の勤務明けの日の日中に父親が就眠するため、母親と子どもが家庭以外で過ごす場を切実に必要

としているとの声も市民から寄せられています。このため、子育て家庭が気軽に集い、相談、情

報交換、交流等ができる場づくりを進めます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 相談・情報提供機能の充実 

  子育てサークルの活動支援や育児相談、育児講座等の開催など、子育て中の親子が気軽に集

まることができるよう、旧柳川瀬こども園を子どもつどいの広場として活用することを決定し

ました。 

  既設の地域子育て支援センター（１３か所）においては、育児講座、親子遊びを実施して子

育てに関する学習機会を設けたり、子育て支援情報誌を設置して情報提供に努めたりしました。

来所者数は延べ９０，７９６人で、相談件数は延べ８７１件でした。また、子育て支援センタ

ー間の連携強化を目指して、１２回の定例会を開催しました。 

  在宅で子育てを行う家庭の身近な遊び場、相談の場として、こども園で開設している子育て

広場の開設日数を拡充し、全園で週２回以上開設しました。 

子どもたちの安全な遊び場を提供するため、改修工事を実施するなど児童館を適切に管理・

運営しました。児童館は子育てサークルの活動の拠点として、または放課後の遊び場として利

用され、延べ２０，１８３人が来館しました。 

子どもの健康や育児不安等について相談機会を提供するため、子育て支援センターにおいて、

保健師・栄養士等による育児相談、栄養相談、身体測定を月１回程度実施しました。来所相談

件数は延べ５，６４５件、電話相談件数は延べ２，０００件でした。 

市立こども園においては、その専門的機能を活用し、地域の乳幼児を持つ保護者を対象に育

児講座を実施しました。５３園における開講回数は、８９回でした。 

子育て支援サービス情報等が子育て家庭に十分周知されるよう、子育て応援情報誌を１０，

０００部配布しました。 
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 (2) 居宅における子どもの養育支援 

  ファミリー・サポート・センター事業を充実するため、協力会員講習会を３回、依頼会員講

習会を１２回実施しました。受講者数は、それぞれ、延べ５４人、延べ２４５人でした。 

育児不安等のある妊産婦に対して助産師が家庭訪問し、健康管理や育児について指導しまし

た。訪問指導件数は、延べ１，８７４件でした。また、養育支援が必要な家庭に対しては、ヘ

ルパーを派遣し、家事・育児を援助しました。支援件数は、延べ３２１件でした。 

 

 (3) 施設における子どもの養育支援 

保護者の疾病等の理由により家庭における子どもの養育が困難になった場合、一時的に児童

養護施設等で養育するショートステイ事業を実施し、７人の利用がありました。施設型病後児

保育については、３か所で実施しました。延べ利用者数は６３１人でした。一時保育について

は、認可保育園を含め８０園で実施し、延べ利用者数は１，０６１人でした。 

保護者の就労形態の多様化に伴う保育ニーズに対応するため、半日利用等必要に応じて柔軟

に利用できる特定保育を実施しました。竜神こども園と飯野こども園の２園で実施し、１日利

用延べ人数は８７０人、半日利用延べ人数は１８７人でした。 

公立幼稚園の一斉保育終了後、保護者の就労等により保育に欠ける園児について、新たに若

林こども園を加え、計７園で預かり保育を実施しました。利用者は９９人でした。 

「放課後児童クラブ」の充実のほか、自治区における区民会館や集会所等の社会資源を活用

しながら地域住民が主体的に運営する「子ども見守り隊」事業を拡大しました。１２団体が実

施し、参加児童数は５０９人でした。 

 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

親子つどいの広場の設

置箇所数 
1か所 2か所 10か所 

地域子育て支援センタ

ーの設置箇所数 
9か所 13か所 15か所 

子育てひろばの開設日

数 
1日／週※ 2日／週 2日／週 

児童館延べ来館者数 

 
－ 20,183人 70,000人 

子育てサロンの開設交

流館数 
10交流館 16交流館 16交流館 

子育てサロンの年間利

用者数 
24,532人（9か月） 117,318人 96,000人 

育児健康相談の実施施

設数 
14施設 15施設 20施設 

保育所地域活動事業の

実施保育園数 
49園※ 53園(全園) 全園 

地域に開かれた幼稚園づ

くり事業の実施幼稚園数 
33園※ 25園 全園 

（仮称）子育て応援ホーム

ページへのアクセス数 
－ 36,000件 150,000件 

子育て応援ハンドブッ

クの配布部数 

2,000部（子育て支援マ

ップ） 
10,000部 4,000部 

ファミリー・サポート・

センターの登録会員数 

依頼会員937人 

援助会員224人 

両方会員107人 

依頼会員1,038人 

援助会員252人 

両方会員151人 

依頼会員1,100人 

援助会員  400人 

両方会員  500人 
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指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

訪問型一時保育の年間

延べ派遣件数 
－ － 50件 

派遣型病後児保育の年

間延べ派遣件数 
－ － 100件 

育児支援家庭訪問事業

の延べ派遣件数 
992件 2,195件 2,000件 

ショートステイ事業の

実施箇所数 
2か所 4か所 3か所 

ショートステイ事業の

定員数 
3人 5人 5人 

トワイライトステイ事

業の実施箇所数 
－ － 2か所 

トワイライトステイ事

業の定員数 
－ － 5人 

施設型病後児保育の実

施箇所数 
－ 3か所 3か所 

施設型病後児保育の定

員数 
－ 12人 12人 

一時保育の実施箇所数 2か所 80園 75か所 

一時保育の定員数 12人 

400人 

（ただし各園の総定員

に余裕があれば） 

360人 

特定保育の実施箇所数 － 2か所 6か所 

特定保育の定員数 － 40人 120人 

放課後児童クラブの実

施箇所数 
45か所 53か所 53か所 

放課後児童クラブの定

員数 
1,340人 3,000人 2,600人 

結成団体数 

 
－ 12団体 40か所 

見守り隊構成員数 

 
－ 318人 800人 

参加児童数 

 
－ 509人 1,200人 

 

 基本施策７  子育てや教育に伴う経済的負担の軽減 

【基本施策の考え方】 

 子育てに伴う負担の中で最も大きな負担となっているのが、経済的負担です。子ども１人を育

て上げるためには、教育費を始めとする多大な費用が必要となります。特に、乳幼児を養育する

家庭では、子どもを持つことで母親の就労の自由が制限され、収入面においても低い水準にある

ため、この点においても子育て家庭における経済的負担は大きくなります。このため、こうした

経済的負担を少しでも軽減するため、公平性に配慮しながら子育てや教育に係る費用について経

済的な支援を行っていきます。 
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【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 乳幼児等の医療費助成 

  平成２０年度から、子ども医療費の助成対象を拡大し、中学校卒業（１５歳に達した最初の

３月３１日）までの子どもの保険診療自己負担分を助成しました。平均受給者数は６５，７７

３人、年間受診件数は８９１，１４９件、年間医療費助成額は１，８７１，２２３千円でした。 

  身体障がい者手帳１－３級、腎臓機能障がい４級、進行性筋萎縮症４－６級、療育手帳Ａ・

Ｂ判定、自閉症状群の児童の保険診療自己負担分を助成しました。平均受給者数は４，４７１

人、年間受診件数は９２，９０１件、そして年間医療費助成額は７８６，３５８千円でした。 

  １８歳以下の児童を扶養している母子・父子家庭や父母のいない１８歳以下の児童の保険診

療自己負担分を助成しました。平均受給者数は３，７２４人、年間受診件数は４０，０１４件、

そして年間医療費助成額は１２９，０９７千円でした。 

  また、身体の発達が未熟なまま出生した乳児で入院療養が必要であると医師が認めたものに

ついて、保険診療自己負担額と入院時食事負担額を補助しました。継続申請者は１１人、新規

申請者は７１人（ただし２人は不承認）、変更申請者は３人でした。 

  身体に先天的に障がいのある児童に対し、生活能力を得るために必要な医療（保険診療自己

負担額）の給付を行いました。給付決定人数は６４人でした。 

  小児慢性特定疾患の児童の保険診療自己負担額の一部と入院時食事負担分を助成しました。

また、愛知県、豊橋市、岡崎市と合同で小児慢性特定疾患対策協議会を毎月開催しました。 

 (2) 子どもに係る各種手当の支給 

  児童の健全な育成のため、小学校修了前の児童を養育している保護者に対し、児童手当を支

給しました。 

  父と生計を同じくしていないか、父に重度の障がいがある世帯で、１８歳以下の児童の養育

者に対して、児童扶養手当を支給しました。年末現在の受給世帯数は、全部支給が１，１４０

世帯、一部支給が１，０５４世帯でした。 

  ひとり親世帯や、父又は母に障がいのある世帯に対して、市遺児手当を支給しました。年度

末現在の受給者数は３，１５５人でした。 

 (3) 就園・就学への支援 

  平成２０年度に保育料の見直しを実施し、平成２１年度においても継続して保育料の軽減を

図りました。就園率の高い４，５歳児の保育料や就学前児童が複数いる場合の軽減を図り、経

済的負担を軽くしました。 

また、私立幼稚園に通園する園児の保護者負担を抑えるため、引き続き就園奨励金を実施し

ました。２１園４，５０１人について総額４００，６５７千円でした。 

経済的理由によって修学困難な高校生等５３人に対し、必要な資金を支給するとともに、学

業優秀な大学生等５５人に対し、必要な資金の貸し付けを実施しました。支給額と貸付額の総

額は２７，０８８千円でした。 

母子・父子家庭の児童に対して、小学校入学時に２，０００円分、中学校卒業時に５，００

０円分の図書カードを支給しました。また、交通遺児に対しては、激励品として５，０００円

分の図書カードを支給しました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

奨学金新規支給者数（累

計） 
－ 319人 319人 

奨学金新規貸与者数（累

計） 
－ 264人 282人 
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 基本施策８  援助を必要とする子どもと家庭への支援 

【基本施策の考え方】 

 子どもや子育て家庭の中には、それぞれにきめ細かな特別な援助を必要とする子どもと家庭が

います。例えば、障がい児や学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥／多動性障がい（ＡＤ／ＨＤ）、高機

能自閉症などの子どもについては、障がいや療育上の課題を早期に発見するとともに、早い段階

からの療育支援を母子保健、医療、福祉、教育等の様々な領域の連携に基づいて行っていく必要

があります。また、近年は離婚の増加によりひとり親家庭が増えています。ひとり親家庭への支

援に当たっては、経済的支援だけではなく、その自立を促すように日常生活支援、就労支援、自

助グループの結成等の様々な側面からのアプローチが必要とされます。また、従来のように母子

家庭のみを対象とした施策ではなく、父子家庭についても家事を始めとした日常生活への支援な

どに取り組む必要があります。さらに、本市の特性として、市内には外国人の子育て家庭が多く

居住していることから、これらの家庭については言葉や文化などが異なるため、日本人家庭を対

象とした支援内容を一律に提供するだけでは不十分な場合があり、特別な配慮が必要と考えられ

ます。 

 以上のような様々に援助を必要とする子どもと家庭に対し、それぞれの個別的なニーズに配慮

した支援を行っていきます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) ひとり親家庭の自立支援 

  ひとり親家庭の自立を支援するため、子ども部子ども家庭課に母子自立支援員を２人配置し、

母子関係、児童養育など生活一般、生活費、教育費、母子寡婦福祉資金の貸付など経済上の相

談、職業能力の向上、求職活動等就業についての相談に対応しました。相談件数は１，８８７

件でした。また、同課家庭児童相談室に家庭相談員１人を配置し、電話や来所による相談に対

応するとともに、育児不安をもつ保護者を対象に教室を開催しました。 

  愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市と共同で、「母子家庭等就業・自立支援センター事業」

として、就業支援事業、就業支援講習会等事業、就業情報提供事業、弁護士による特別相談事

業、司法書士による養育費相談事業を実施しました。 

  母子家庭の自立支援のため、資格取得に向けて養成機関で２年以上修業した場合に支給する

高等職業訓練促進給付金を６人に、経済的自立に向けて指定の職業能力開発講座を受講した場

合に支給する自立支援教育訓練給付金を１０人に支給しました。 

  母子家庭及び寡婦家庭の生活の安定と経済的な自立の支援のため、母子家庭の母又は児童、

寡婦家庭の本人又は子に対し、生活に必要な資金を貸し付けました。母子福祉資金の貸付件数

は３６件でした。 

  ２０歳未満の子を扶養するひとり親家庭を対象に、申請に基づいて市営住宅の家賃の１０％

を減額しました。認定件数は、２１０件でした。 

 (2) 障がいのある子どもへの支援 

  障がい児親の会の自主的な活動を支援するため、親同士の交流の場を提供するとともに、臨

床心理士を講師に招いて勉強会を開催しました。 

  市立豊田養護学校においては、子どもたちが自立に必要な知識・技能・態度を身につける機

会として、教育講演会、芸術鑑賞会、とよたキャンプを開催しました。 

  こども園においては、障がい児保育加配パート保育師を配置し、障がいのある子どもの処遇

の向上を図りました。また、こども発達センターとの連携により、医師による助言指導を実施

しました。 

  障がいのある児童・生徒一人ひとりに対する個に応じた指導が拡充するよう、発達障がいや
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その疑いがある児童の在籍する小学校、肢体不自由がある児童・生徒の在籍する小中学校など

に、市の特別任用職員としての学級運営補助指導員を１３３人配置しました。 

  障がいのある児童・生徒に対して専門的見地から指導できる教員を育成するため、特別支援

学級等担当初心者研修会を５回、特別支援教育コーディネーター研修会を３回、特別支援学級

担当者研修会を１回開催しました。 

 (3) 外国人児童生徒への支援 

  学校教育においては、日本語による授業の理解が困難な外国人児童・生徒を支援するため、

学校常駐指導員１９人（ことばの教室指導員含む）、学校巡回指導員２５人が日本語指導を実

施しました。 

日本語指導カリキュラム及び教材を作成するとともに、愛知教育大学が作成した指導教材を、

希望する学校と学校日本語指導員４５人に配布しました。また、外国人児童・生徒の指導にあ

たる教員の実践的対応能力を向上するため、外国人児童生徒指導者研修会を３回開催しました。 

外国人児童・生徒の保護者への対応として、保護者会等での通訳や、配布物の翻訳を実施し

ました。こども園においては、保育補助や保護者との連絡介助のため、語学指導員３名を派遣

しています。 

外国人児童・生徒に対する支援のため、ＮＰＯ法人に外国人青少年に対する学習支援事業を

委託しました。また外国人不就学児童生徒サポート事業については、平成２１年１０月前半ま

でＮＰＯ法人に委託し、以後は国が実施する「虹の架け橋教室」へ移行しました。参加者はそ

れぞれ、延べ４，０６３人、延べ１，０５７人（平成２１年１０月前半まで）でした。 

 (4) ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）対策の充実 

  ＤＶ被害にあった場合の公的な支援や相談の窓口等の情報を掲載したＤＶ対応マニュアル

を市内の公共施設に配布しました。また、女性のための相談体制を充実するため電話相談室「ク

ローバーコール」を開設しており、相談件数は１，１４０件でした。 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

母子生活支援施設の整

備箇所数 
－ 1か所 1か所 

障がい児通園施設事業

の利用児童数 
－ 120人／日 128日／日 

難聴幼児通園施設 

 
－ 利用者35名 利用児30名以上 

肢体不自由児通園施設 

 
－ 利用者43名 利用児40名以上 

知的障がい児通園施設 

 
－ 利用者52名 利用児50名以上 

障がい児保育加配パー

ト保育師 
49人 公立こども園 82人 100人 

補助指導員配置数 

 
－ 133人 15人 

教員の研修受講者数 

 
－ 543人 500人 

障がい児地域療育等支

援事業の利用児童数 
17,875人／年 延べ20,633人／年 20,000人／年 

支援費制度を利用したヘ

ルパー利用延べ時間数 
5,240時間／年 （H18廃止） 15,000時間／年 
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指標名 
平成16年度 

実績値 

平成20年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

支援費制度を利用したシ

ョートステイ利用延べ日

数 

800日 （H18廃止） 4,000日 

①日本語指導員、②外国人

対応指導員の配置人数 
①15人 

②3人 

①44人 

②3人 

①18人 

②6人 

外国人児童生徒教育指

導者研修の実施回数 
3回／年 3回／年 4回／年 

男女共同参画センター

主催事業の参加人数 
350人 671人 500人 

女性のための相談室開

設日 
－ 5日／週 5日／週 

ＤＶ対応マニュアルの

発行部数 
1,000部 5,000部 2,000部 

母子生活支援施設の整

備箇所数 
－ 1か所 1か所 

とよた男女共同参画セン

ターの電話相談の開設日 
3日／週 5日／週 5日／週 
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施策の取組方針３ 仕事と子育ての両立を支援する環境づくりの推進 

 

 基本施策９  拡大・多様化する保育ニーズへの対応 

【基本施策の考え方】 

 仕事と子育ての両立を支える保育サービスについて、本市におけるニーズは、産業都市という

特性もあって、非常に多様なものとなっています。育児休業明けの年度途中の入園希望や長時間

保育、休日保育、夜間保育などのニーズ、さらには変則的な勤務形態に応じた保育のニーズ、子

どもが病気の時の病児・病後児保育のニーズ等、保育ニーズは多様化しており、提供すべき保育

サービスの形態も多様化しています。また最近は、幼稚園においても共働き家庭が増えており、

保育ニーズへの対応といった場合には、幼稚園の役割も重要になりつつあります。 

本市における就学前の子どもの保育・教育については、公私立保育園・公立幼稚園を対象に、

平成２０年度から「こども園」として、保育料や職員の配置基準の統一など一体的な運用をスタ

ートしました。 

 一方、市内では認可外保育施設が年々増加し、平成２０年４月１日現在では、施設数が４１か

所、受入児童数が５４０人となっています。このように認可外保育施設が増加してきた背景には、

認可保育園の児童数が定員一杯であるため空き待ちであるほか、夜間や休日の利用希望などによ

り認可保育園の開園時間と合わないといった状況もあると考えられます。このため、これらのニ

ーズについては、認可保育園の保育サービスの拡充により対応していくことが第一の課題となり

ますが、同時に市立保育園・幼稚園の民間移管計画の推進や、良質なサービスを提供している認

可外保育施設を地域の保育資源の一部として活用することなどにより必要な対応を図ります。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 待機児童の解消 

  施設の老朽化に対応し定員の増加と保育環境向上のため、畝部こども園を改築し平成２２年

度より共用を開始します。また、益富こども園や宮口こども園等で乳児受入枠を見直し、低年

齢児保育の定員数を４８施設１，４５５人に拡大しました。 

   

 (2) 保育サービスの充実 

  日曜日・祝日の保育ニーズに対応するため、５園で休日保育を実施しました。年間の利用者

数は４４２人でした。 

  一斉保育時間外の保育ニーズに対応するため、若林こども園での実施時間を拡大しました。

午後５時までの保育利用者は１，１２８人、午後６時までは１，１５０人、午後７時までは６

６４人でした。 

    

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

低年齢児保育の実施施

設数 
45保育園 48施設 52施設 

低年齢児保育の定員数

（概数） 
970人 1,455人 1,250人 

助成対象の認可外保育

施設数 
32施設 事業終了（H20） 35施設 
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指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

民間移管した保育園・幼

稚園数 
1保育園 － 

6保育園 

6幼稚園 

休日保育の実施施設数 2保育園 5施設（保育所） 10施設 

休日保育の定員数 40人 100人 200人 

午後７時までの延長保

育の実施施設数 
20保育園 29施設 35施設 

午後８時までの延長保

育の実施施設数 
－ － 5施設 

午後10時までの夜間保

育の実施保育園数 
－ － 1保育園 

午後10時までの夜間保

育の定員数 
－ － 50人 

ショートステイ事業の

実施箇所数 
2か所 4か所 3か所 

ショートステイ事業の

定員数 
3人 5人 5人 

トワイライトステイ事

業の実施箇所数 
－ － 2か所 

トワイライトステイ事

業の定員数 
－ － 5人 

施設型病後児保育の実

施箇所数 
－ 3か所 3か所 

施設型病後児保育の定

員数 
－ 12人 12人 

一時保育の実施箇所数 2か所 80か所 75か所 

一時保育の定員数 12人 

400人 

（ただし各園の総定員

に余裕があれば） 

360人 

特定保育の実施箇所数 － 2か所 6か所 

特定保育の定員数 － 40人 120人 

障がい児保育加配パー

ト保育師 
49人 公立こども園 82人 100人 

総合施設への移行保育

園・幼稚園数 
－ － 

30保育園 

15幼稚園 

 

 基本施策10  保育サービスの質の向上 

【基本施策の考え方】 

 平成９年の児童福祉法の改正及び平成１２年の社会福祉法の改正に伴い、保育園を始めとした

福祉サービスについては、「措置」から利用者主体の「選択による利用」へ利用の仕組みが大き

く変更されました。この結果、利用者が、十分な情報を基にそれぞれのサービスの内容や特性を

理解し、良質なサービスを選択して利用できるよう、サービスの質の向上への取組や情報提供な

どによる利用援助の仕組みの構築が求められています。 
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 選択に基づくサービス利用が円滑に進むためには、まずはサービスの提供者と利用者の相互理

解が必要となります。例えば、情報提供や情報公開、話し合いの場の設定などにより、お互いに

理解を深めることが、サービスを提供し利用する際の「納得」につながります。また、このこと

は、子どもの養育を担う場をより良くするために、利用者が直接かかわることができる有効な手

段となります。 

 このため、本市では、本計画の推進に併せて保育サービスの室の確保と向上を図り、利用者が

良質なサービスを主体的に選択して利用できるよう、こども園・私立幼稚園の第三者評価制度を

導入しました。 

 また、研修体制の充実によりサービスの提供者側の職員の資質の向上を図るなど、提供者と利

用者の相互理解を醸成するための取組を進めます。 

 さらに、保育園を補完する認可外保育施設については、認証保育所制度を導入し、利用者が安

心して利用できるサービス水準の確保に努めています。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 第三者評価事業の推進 

こども園におけるサービスの質の確保と向上を図るため、平成１８年に導入した「第三者評

価制度」を継続し、平成２１年度は民間移管園２施設の受審を行いました。 

 (2) 保育師等の研修の充実 

  個に応じたきめ細やかな質の高い保育サービスを提供するとともに、保育師一人ひとりが専

門性を高めるため、職員研修体制の充実を図りました。新規採用研修、新任園長・主任研修、

経験年数別研修など職歴に応じたものや、乳児研修、障がい児研修などテーマ別のものを自主

開催するとともに、県内外の派遣研修にも積極的に参加しました。また、園内研究などでは、

講師の指導のもと、保育の質の向上を図りました。 

  さらに、幼保一体化を進めるなかで、幅広い保育・教育を行うことができる保育者を養成す

るため、こども園（幼・保認可園合同）職員研修会を開催しました。 

 

 (3) 認証保育所制度の導入 

  認証保育所申請書の提出があった３２施設について施設の運営状況等を審査し、３０施設を

豊田市認証保育所認証基準により認証区分を決定しました。 

  また、平成２０年度中に決定した評価区分及び保育に欠ける在園児の人数により、交付金を

交付しました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

第三者評価の受審施設

数 
－ 2施設 累計24施設 

認証保育所数 － 30施設 10施設 
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 基本施策11  「働き方の見直し」と企業の自主的な取組への支援 

【基本施策の考え方】 

 これまで、「仕事と子育ての両立支援」といった場合には、主に保育サービスを充実させるこ

とが中心的な取組となっており、雇用環境の整備については、国の制度としても、また企業の職

場実態としても、なかなか進んでいなかったと言えます。こういった現状に対し、「子ども」の

視点からは、親が子どもに接する時間を確保できるような働き方の実現が必要であり、男性の働

き方も見直さなければ、父親の育児参加を実現させることは不可能であるとの指摘が強調されて

きました。このため、「次世代育成支援に関する当面の取組方針」（平成１５年３月１４日少子化

対策推進関係閣僚会議決定）においても、「男性を含めた働き方の見直し、多様な働き方の実現」

が基本的な施策の一つとして挙げられているところです。 

 我が国においては、子育て期の特に男性の労働時間があまりにも長いことが、家族的責任を果

たすうえで障害になっており、次世代育成支援に困難をもたらしている要因の一つであると言え

ます。また、女性も同様に子育て期であっても長時間労働せざるを得ない就労状態があり、仕事

と子育ての両立を容易に図ることはできません。「家族的責任を有する男女労働者の機会及び待

遇の均等に関する条約」（ＩＬＯ１５６号条約）では、「できる限り職業上の責任と家族的責任と

の間に抵触が生ずることなく職業に従事することができるようにすることを国の政策の目的と

する」としており、男女共に職業上の責任と家族的責任の両者をバランス良く果たすことができ

るように、労働時間等をはじめとした職場における様々な労働条件の是正の徹底が重要な課題と

なっています。 

 このため、２００３（平成１５）年７月に成立した次世代育成支援対策推進法（平成１５年法

律第１２０号）では、常時雇用する労働者の数が３００人を超える事業主（以下「大企業」とい

う。）に「一般事業主行動計画」、国や地方公共団体の各機関に「特定事業主行動計画」の策定を

義務付けられており、労働者の職業生活と家庭生活の両立支援策の計画化が法的に求められるよ

うになりました。このように、事業主側の取組が法定化されたことを受けて、市内の大企業につ

いても、「一般事業主行動計画」の策定とこの計画に基づく両立支援策の実施が必要となります。

これに加えて、「一般事業主行動計画」の策定が努力義務となる中小企業についても、両立支援

のための雇用環境の整備が適切に進められるよう、市としても、各企業への働きかけと環境整備

に対する側面的な支援を行っていくことが必要であると考えます。 

 一方で、育児休業制度や短時間勤務制度を始めとした各種の就労支援制度が整っていても、職

場の雰囲気や慣行などによっては、これらの制度を活用できないといった現状もあります。「働

き方の見直し」を実現するためには、各企業における経営者や管理職者、さらには「働く人」自

身の意識の転換が必要であることを念頭に、市民一人ひとりの意識改革を進めなければなりませ

ん。 

 このため、市としては、「働き方の見直し」に向けた労働者、事業主、市民等の意識改革を図

るとともに、次世代育成支援に積極的に取り組む企業に対し必要な支援を行います。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 意識改革を図るための広報・啓発活動の推進 

  「働き方の見直し」についての意識改革を図るため、男女共同参画センターにおいて、各種

の講座・セミナーの開催、情報誌の発行等の啓発事業を実施しました。講座・セミナーの受講

者数は約６７０人、男女共同参画川柳の応募者数は約９２０人、ジェンダーマンガの配布数は

約４，３００部でした。 

 (2) 両立支援に取り組む一般事業主等への支援 

  仕事と生活の調和に関する周知啓発のため、ワークライフバランス推進員が２３９事業所を
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訪問しました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

男女共同参画センター

主催事業の参加人数 
350人 671人 500人 

企業等が開催するセミ

ナーへの講師派遣件数 
1件 0件 5件 

仕事と子育ての両立支

援講座の開催回数 
－ － 6回 

事業主担当者会議の開

催回数 
2回 － 3回 
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施策の取組方針４ 安心して子どもを生み育てられる環境づくりの推進 

 

 基本施策12  妊娠期からの安心・安全を確保する母子保健体制の構築 

【基本施策の考え方】 

 妊娠・出産・産褥期における母子の安全の確保や乳幼児期の子どもの発育・発達の支援など、

ライフステージを通じて親と子の心身の安心・安全を支援するため、乳幼児健康診査を始めとし

た母子保健事業の機能強化を図ります。 

 また、これからの母子保健事業では、疾病や異常の早期発見・早期対応だけでなく、子育てに

不安や孤立感を抱いている母親の心のケアも含めて、子どもの健やかな発育・発達を総合的に支

援していきます。 

 さらに、最近は、１０歳代の出産だけでなく、核家族化や地域社会の希薄化などにより育児に

ついて十分な知識を持たないままに親になってしまう世代も増えています。このため、これから

新しく親になる世代が安心して出産・育児に向かい合えるよう、育児に関する正しい知識や技術

の普及を図りながら、育児を楽しめる環境づくりを進めます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 安心・安全な妊娠・出産への支援 

  豊田市保健センター、とよた子育て総合支援センター、上郷コミュニティセンター、高岡農

村環境改善センター、藤岡保健センターにおいて、すこやか親子健康手帳の交付時に「パパマ

マ教室」を開催しました。教室内容は「胎児の発育」、「妊娠中の健康管理」及び「親になる心

構え」等についてで、受講者は妊婦１，４６６人（初妊婦１，３０７人）と夫４４１人で、夫

婦が子育てについて一緒に考える機会になりました。また「２ｎｄマタニティ教室」は年６回

「上の子とのかかわり」をテーマに開催し、妊婦１６２人、子１５１人、夫８人、祖母１人が

参加しました。 

  ハイリスク妊婦（１８歳以下・３５歳以上の初妊婦、多胎）、不安の高い妊婦、医療機関か

ら依頼のあった妊婦を対象に、保健師、家庭児童相談室職員等が個別に面接相談を実施し、必

要に応じて助産師等が家庭訪問を行いました。４３３人に対して面接を実施し、家庭訪問の実

施人数は延べ５０人でした。 

  妊婦の疾病や異常を早期発見・対応するため、妊婦健康診査「妊婦健康診査受診票」を１４

回に拡大し加えて産後の健康診査についても「産婦健康診査受診票」を１回分交付し、健診費

用の助成を行いました。また、愛知県内の医療機関のほかに、里帰り等で県外の医療機関で受

診した場合の償還払いを行いました。 

  健診内容としては、通常の内容に以外にも、ＨＢｓ抗原検査や必要に応じて超音波検査を追

加しています。 

  妊娠初期の妊婦に対する社会的な配慮の必要性を啓発するため、妊娠初期の妊婦等を対象に、

「妊娠イメージキャラクター」の妊娠ストラップと車用サインをそれぞれ５，０００個配布し

ました。また、啓発ポスターやサインの掲示を公共施設、公共交通機関、医療機関等に依頼し、

啓発バナーを豊田市駅ペデストリアンデッキ周辺に設置しました。 

 (2) 健やかな発育・発達への支援 

  医師会・歯科医師会等に委託し、３・４か月児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健

康診査の対象者に、乳幼児健康診査を実施するほか、保育師・管理栄養士・心理士等の協力を

得て専門性の高い個別相談を実施しました。また、受診者全員を対象に、保健師による個別相



 22

談を実施しました。受診率は、３か月児が９１．２％、１歳６か月児が９２．８％、３歳児が

９１．３％でした。未受診者については家庭訪問などで対応しました。 

  受診結果に基づき、支援が必要と思われる親子に対して、３・４か月児健康診査後のフォロ

ー教室「にこにこ広場」や心理士による個別発達相談「おたまじゃくし・こども相談」等への

参加を勧奨するとともに、必要に応じて保健師等が家庭訪問等を行うなど、継続的な支援・相

談を実施しました。 

藤岡保健センター、高岡農村環境改善センター、足助支所において、１歳６か月児健康診査

後のフォロー教室として、子ども発達相談事業「おやこ教室」を実施しました。発達支援が必

要な子どもに対し、保護者が子どもの特性を理解しそれにあったかかわり方ができるよう、集

団遊びや親子遊びを通して支援しました。 

１歳６か月児健康診査の場を活用し、正しい歯みがき習慣の確立や食習慣についての知識の

普及を目指して、歯科衛生士による集団教育や個別指導を実施しました。集団教育の参加者は

４，１９４人で、個別指導の実施者は２８２人でした。 

３歳児健康診査の場を活用し、規則正しい食習慣・生活リズムの大切さや小児の生活習慣病

についての知識の普及を目指して、委託管理栄養士による集団指導や個別指導を実施しました。

集団教育の参加者は３，９２２人で、個別指導の実施者は１０４人でした。 

親子で体を使って遊ぶ楽しさを知り、遊びを通じて良好な親子関係を築くことを支援するた

め、健康づくりリーダーを講師に親子参加型の体力づくり講座を開催しました。実施回数は４

１回で、参加親子数は５８１組でした。 

 (3) 育児を楽しめる環境づくりの推進 

  母子の孤立化を未然に防ぐとともに、早期の虐待予防につなげるため、育児不安がピークに

なる生後１～３か月の乳児を持つ子育て家庭を対象に「おめでとう訪問」を実施しました。市

内全地区の第１子を対象に、訪問件数は１，９０１件でした。 

  １０歳代の妊婦や親子を対象に、子育ての不安の解決や子育ての仲間づくりに向けたグルー

プワークを実施し、前期・後期に分け各７回、延べ６４人が参加しました。 

  多胎妊産婦同士の交流を促進するため、交流会「ダブルエッグ」を１２回開催し、親同士の

情報交換を実施しました。また、「ツインズの会」（多胎児子育て中の親の会）を１１回開催し、

そのうちの１回、中学生ボランティアが託児を実施しました。託児中に保健師の健康教育を実

施し、保護者は集中して講話を聴くことができました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

パパママ教室の受講者

数 
初妊婦1,537人※ 妊婦1,466人 全妊婦 

要支援妊婦に対する家

庭訪問件数 
72件※ 

483件 

（家庭訪問50件、個別面

接433件） 

100件 

妊婦健康診査の受診割

合 

前期98％※ 

後期92％※ 

助成回数拡大により、実

績値算出不可 

前期100％ 

後期100％ 

企業等が開催するセミ

ナーへの講師派遣件数 
1件 0件 5件 

仕事と子育ての両立支

援講座の開催回数 
－ － 6回 

乳幼児健康診査の受診

割合 

3か月児    88％※ 

1歳6か月児 93％※ 

3歳児      90％※ 

3か月児    91.2％ 

1歳6か月児 92.8％ 

3歳児      91.3％ 

3か月児    100％ 

1歳6か月児 100％ 

3歳児      100％ 
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指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

幼児健康診査時におけ

るむし歯予防教育の実

施回数 

60回※ 78回 60回※ 

育児健康相談の実施施

設数 
14施設 15施設 20施設 

第1子の「おめでとう訪

問」の実施割合 
－※ 95.9％ 100％ 

マタニティ教室の開催

回数 
7回※ 7回 16回 

マタニティ教室の参加

延べ夫婦数 

妊婦444人及びその夫

320人 

妊婦371人及びその夫

360人 

妊婦800人及びその夫

400人 

ベビー教室の開催回数 6回※ 9回 14回 

ベビー教室の参加延べ

人数 

親子559組（うち父親41

人） 

親子698組（うち父親81

人） 

親子1,000組（うち父親

100人） 

助産師との座談会の開

催回数（小原） 
3回 事業移管（H18） 3回 

助産師との座談会の参

加延べ人数（小原） 
子どもと母親12組 事業移管（H18） 子どもと母親12組 

こぐまの学級の開催回

数（藤岡） 
2回 事業廃止（H17） 2回 

ティーンズママの子育て

教室の開催回数 
－ 14回 12回 

双子の集いの開催回数 12回※ 
ダブルエッグ12回 

ツインズ11回 
24回 

赤ちゃんサロンの開催

回数（旭） 
6回 事業廃止（H18） 6回 

 

 基本施策13  不妊治療対策の充実 

【基本施策の考え方】 

 少子化の一因として、不妊に悩む夫婦の存在が指摘されています。本計画の策定に当たって、

本市が実施した「豊田市子育て支援に関する市民意向調査」においては、不妊について悩んだり、

相談や治療を受けたりした経験があるとする割合が、就学前児童を持つ家庭の２３．８％、現在

妊娠中の女性の２７．４％にも上ります。これが、結果的には子どもを授かった層であることを

考えると、不妊に悩む夫婦の割合は全体としてはさらに多いことが予想されます。 

 子どもを持つことや出産ということは個人の意思によるべきものであり、極めて個人的な問題

ではありますが、子どもを持ちたくても持てないで悩んでいる夫婦に対しては、不妊治療に関す

る相談機関や医療機関などの情報提供を行うとともに、不妊治療への経済的支援により不妊治療

対策を充実させます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

不妊治療対策の充実 

  市内在住の夫婦に対する不妊治療費の助成については、第１段階として、豊田市に住所を有

し、一般不妊検査・治療、人工授精を受けた夫婦に対し、年度に１回（通算２年間）５万円を

上限とし自己負担額の２分の１を助成しました。第２段階として、豊田市に住所を有し、夫婦
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の合計所得が７３０万円以下で体外受精・顕微授精を受けた場合に、年度に２回（通算５年間）

１５万円を上限とし自己負担額を助成しました。助成件数は、第１段階が３７５件、第２段階

が３１９件でした。 

また、不妊治療費の助成の申請書に、医師やカウンセラーによる不妊治療の相談窓口の案内

を添付するとともに、不妊治療を実施する県内の医療機関一覧を作成し配布しました。 

不妊治療についての正しい知識の普及を目的に、産婦人科医師による医療的な専門知識の講

座及び臨床心理士によるグループカウンセリングを行いました。参加人数は延べ２０人でした。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

不妊治療に関する講座

の開催回数 
2回／年 1回／年 2回／年 

不妊治療に関する個別

相談の実施 
－ － 2回／年 

 

 基本施策14  小児保健医療体制の充実 

【基本施策の考え方】 

 子どもが心身ともに健やかに成長していくためには、保健・医療の両面から支援できる体制が

整っていることが必要です。特に、子どもの病気は親にとって最も心配なことであり、その際に

適切な医療がなされるかどうかということは子どもの生命にも関わる重大な問題です。発病は、

休日・夜間を問わず、急な場合も多いことから、安心して利用できる小児救急医療体制の整備が

求められています。 

 また、子どもの中には周産期に集中的な治療を要する疾患を持って生まれてくる子どもも少な

くなく、こうした子どもに対するＮＩＣＵ等の専門医療機能の確保も重要な課題と言えます。 

 全国的にみても、深刻な小児科医不足の状況ですが、子どもの生命を守るという観点から市内

の医療機関や県にも協力を要請し、小児医療体制の充実を図っていきます。 

 さらに、子どもの不慮の事故防止対策について啓発活動を実施するとともに、歯科保健の充実

や小児慢性特定疾患治療研究事業の推進に取り組みます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 小児保健医療水準の充実 

  「かかりつけ医 かかりつけ歯科医 ガイドブック（市内医療機関の一覧）」の情報を更新

し１０，０００部作成し、市政情報コーナー、支所・出張所、交流館などで市民に配布しまし

た。小児の救急医療利用に関する啓発のため、「見る救急箱ハンドブック」を配布しました。

また、市のホームページにも同様の情報を掲載し、医療機関に関する情報提供の充実を図りま

した。 

  市内２病院が実施する小児救急医療支援病院事業（２次救急医療施設として必要な診療機能、

小児科専用病床及び小児科医を有する病院が、当番により休日・夜間における小児科医を確保

する事業）の運営に対し国県と共に補助し、３６５日の休日夜間の小児２次救急医療を確保し

ました。 

  早産児・低出生体重児を対象に、委託助産師や市保健師による家庭訪問を実施し、延べ６５

４人に発育や発達、育児に関する指導を行いました。また、医療機関との連携により母子連絡

票を活用することで、支援が必要な乳幼児や親に対するより具体的な情報収集と早期対応を実

現しています。 
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  ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）を予防するため、すこやか親子手帳交付時にリーフレット

を配布し、１１月の啓発強化月間では市の広報やホームページを活用し啓発活動を積極的に推

進しました。 

  伝染の恐れのある疾病の発生・まん延を防止するため、集団・個別方式により予防接種を実

施しました。また、接種率の向上を図るため、１歳５・６か月児と年長児には接種勧奨の通知

を発送しました。麻しん風しん混合予防接種者数（第１期）は、４，１７９人でした。 

 (2) 歯科保健の充実 

  就園前の親子を対象に、歯みがきの習慣化を図るため、遊びや体験を交えたイベント「未就

園児むし歯予防教室（歯っぴかフェスタ）」を開催しました。参加者数は２４５人でした。 

幼児と保護者を対象に、歯科衛生士を講師に迎え、歯みがきの習慣化や噛むことの大切さを

学ぶ教室「親子ピカピカ教室」などを開催しました。実施回数は５４回で、参加者数は２，０

８５人でした。 

  こども園・私立幼稚園の４・５歳児を対象に、歯みがきの普及啓発を図るため、「よい子の

歯みがき運動」を実施しました。歯みがき指導の参加者数は６，５８８人で、歯みがきカレン

ダーの配布数は１７，６５０部でした。 

  小学校入学予定児童を対象に、６歳臼歯の保護育成について意識啓発を図るため、「歯のパ

スポート」を配布しました。配布者数は４，２４８人でした。 

永久歯のむし歯予防のため、各小中学校においてフッ化物洗口を実施しました。実施者数は

２７，１４８人でした。 

妊婦と産後１年未満の産婦を対象に、口腔疾患の予防を図るため、医療機関における無料の

妊産婦歯科健診を実施しました。受信者数は２，４７８人でした。 

 (3) 長期療養児に対する支援 

  小児慢性特定疾患医療助成、養育医療助成、育成医療助成等の医療費助成について、制度の

説明や申請手続を実施しました。すこやか親子手帳と同時に交付している「母と子のしおり」

に各制度の説明を掲載するとともに、養育医療助成及び育成医療助成については市ホームペー

ジから申請書類のダウンロードを可能にしました。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

15か月児の麻疹予防接

種の接種率 
62％（2歳児）※ 93.5％ 80％以上 

幼児健康診査時におけ

るむし歯予防教育の実

施回数 

60回※ 78回 60回※ 

未就園児むし歯予防教

室の参加者数 
100人※ 245人 200人 

親子むし歯予防教室の

参加者数 
1,068人※ 2,085人 1,870人 

園児むし歯予防教室の

開催園数 
81園 全園 全園 

保育師歯科保健研修の

参加園数 
21園※ 事業廃止（H20） 全園 

フッ素洗口の拡大 

 
－ 

小学校76校実施 

中学校5校実施 

小・中学校全校実施（102

校） 

小学生の永久歯の健全

割合 
各学年54～93％※ 各学年71～96％ 各学年3％アップ 

妊産婦歯科健診の受診

者数 
1,971人※ 2,478人 2,200人 

幼児歯科健診の受診者

数 
2,898人※ 2,619人 3,800人 

小児慢性特定疾患等に

関する講演会の開催回

数 

2回 事業廃止（H18） 2回 

 

 基本施策15  食育の推進 

【基本施策の考え方】 

 「食」は人にとって生命維持の基本的営みであり、健康な体づくりだけでなく、子どもの心を

育てるためにも極めて重要な意味を持ちます。しかし昨今、子どもを取り巻く食環境は大きく変

化し、家庭における食事の持つ意義が希薄なものとなり、「孤食」や「欠食」などの食行動の乱

れが大きな社会問題となっています。 

 このため、食の安全面や適切な栄養摂取について注意を払う必要があると同時に、「食」を通

じた家族との団らん等は人間関係や情操の形成の機会であることを再確認し、乳幼児期からの食

習慣の重要性を考え、あらゆる機会をとらえ様々な方法で食の教育、すなわち「食育」に対する

取組を進めていきます。 

 

【平成２１年度における実施状況】 

食育の推進 

妊娠期から適切な食生活が送れるように、マタニティ教室やパパママ教室において、管理栄

養士が「妊娠中の食事」や「家族の食事」等について栄養指導を実施しました。 

次世代を育む親を対象に、離乳食と幼児食に関する知識の普及を図るため、「離乳食・幼児

食教室」を開催しました。実施回数は３２回で、参加親子数は４３１組でした。 

また、３・４か月児健康診査と３歳児健康診査においては、食育の推進を図る目的で栄養指

導を実施しました。実施者数は６，２５４人でした。 
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子育て支援センター等市内１５か所において、保健師による育児相談と同時に、管理栄養士

による栄養相談を実施しました。実施回数は１０２回で、相談件数は８７０件でした。 

こども園・私立幼稚園の園児とその親を対象に、乳幼児期からの正しい食事の定着を図るた

め、「ぱくぱく教室」を開催しました。実施園数は９８園で、参加者数は園児７，０３０人、

保護者１，９３１人でした。 

小中学校においては、成長期にある児童・生徒が食生活を正しく理解し好ましい食習慣を身

につけられるよう、栄養教諭と学校栄養職員による栄養指導訪問を実施しました。 

乳幼児から小中学生とその親を対象に、子どもたちが将来にわたり好ましい食生活や食習慣

を身につけられるよう、親子食育講座（旧講座名：食育クッキング講座）を開講しました。参

加者数は延べ９５６人でした。 

 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

離乳食・幼児食教室の開

催回数 
24回 32回 62回 

赤ちゃんサロンの開催

回数 
6回 事業終了（H17） 6回 

乳幼児の栄養相談の実

施回数 
－ 102回 108回 

ぱくぱく教室の開催回

数 
各園1回／年 各園1回／年 各園2回／年 

栄養指導訪問 

 
－ 800回／年 500回／年 

食育クッキング講座の

開催回数 
13回 37回 20回 
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施策の取組方針５ 子育てを支援する安全な生活環境の整備 

 

 基本施策16  安全で快適に暮らせる都市環境の整備 

【基本施策の考え方】 

 子どもの成長にとっては、屋外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりが必要であることか

ら、子どもたちが屋外で安全に楽しく遊ぶことができるよう、地域の公園、緑地、広場等のより

一層の整備を進めます。 

 また、日々の生活において子育て家庭が安心して快適に暮らすことができるようにするため、

公共施設や交通機関、道路などにおいて、ベビーカーや子ども連れでも外出しやすい環境整備に

取り組みます。 

 最近では、あらかじめすべての人が利用しやすいようにまちづくりなどを進めるユニバーサル

デザインの考えも浸透しつつありますが、これからの「まちづくり」に当たっては、子どもや子

育て家庭の視点も取り込んで、あらゆる人にとって生活しやすい環境づくりに取り組みます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 安心して外出できる環境の整備 

  市民が安全で円滑に移動できる交通環境を整備するため、名鉄梅坪駅、名鉄浄水駅、名鉄土

橋駅での鉄道会社が行うバリアフリー設備整備に対し補助を行いました。 

  地域の子どもたちの遊び場を確保するため、住民とのワークショップを開催し、地域ニーズ

を反映しながら、天道団地北ちびっこ広場はじめ３か所を新設し、朝日町北ちびっこ広場はじ

め３か所の整備を行いました。また、コミュニティ活動の拠点を確保するため、地域ニーズを

反映しながら、井上ふれあい広場と川田ふれあい広場を整備しました。 

子育て家族の憩いやふれあいの場を確保するため、若林西公園をはじめ４つの都市公園や鞍

ケ池緑地や若園緑地など４つの都市緑地を計画的に整備しました。 

 (2) 安全・安心な道路交通環境の整備 

ユニバーサルデザイン基本構想に基づき、市道中町線及び旧城線の無電柱化にむけた調査・

設計を行い、都市施設のバリアフリー化を推進しました。 

  各小中学校から提出された通学路整備要望を受けて、２２校に「安全のみどり線」を設置す

るなど通学路整備を計画的に実施し、年度末時点の整備実施率は８６％に達しました。安心の

通学路モデル事業として、四郷小学校で児童・保護者による通学路点検や課外授業（通学路整

備説明会）を実施しました。また、通学路整備担当者会議・推進会議を開催し、安心の通学路

モデル事業や通学路整備の進捗状況について協議しました。 

  そのほか、小清水小学校と若園小学校の通学路と周辺道路については、道路照明灯２基、道

路反射鏡１６基、発光鋲７基、区画線１１，０４９ｍ（２０か所）、防護柵６７４ｍ（２４か

所）の交通安全施設を整備しました。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

超低床ノンステップバ

スの導入に対する助成

台数 

3台／年 事業終了（H17） 3台／年 

エレベータが設置され

た駅 
－ 3 11 

身体障がい者対応型ト

イレが設置された駅 
－ 3 3 

歩行者ITS導入路線数 

 
－ 

おいでんバス路線全域 

中心市街地 
2地区 

ちびっこ広場の再整備

箇所数 
55か所 69か所 105か所 

ふれあい広場の整備箇

所数 
150か所 162か所 168か所 

街区・近隣公園等の整備

面積 
63.46ha 71.38ha 69.27ha 

緑地の整備面積 138.69ha 154.37ha 159.80ha 

整備延長 － 510ｍ 2,585ｍ 

通学路整備実施率 － 86％ 80％ 

特定交通安全施設の整

備小学校区数 
1小学校区 2小学校区 2小学校区 

 

 基本施策17  子育てを支援する住宅施策の充実 

【基本施策の考え方】 

 子どもが生活する場として「住まい」の重要性は大きく、その「住まい」に必要とされる要件

は子どもの成長段階に応じて刻々と変化していきます。本計画の策定に当たって実施した「豊田

市子育て支援に関する市民意向調査」では、就学前から小学生になるにつれて一戸建が増える傾

向がありますが、小学生児童を持つ家庭の約３割が手狭さを感じており、約２割が住み替えの意

向を持っています。このため、子どもの生活基盤としての住環境を充実させ、子どもの状況に応

じて柔軟に住まいを変えることを支援することも視野に入れて、市としても住宅施策の充実を図

っていきます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 良質な住宅の確保 

  市営住宅ストック総合活用計画に基づき、計画的に市営住宅の建て替えを進め、子育て世帯

を含む必要とする世帯に良好な住宅を供給するため、美和住宅（第１期）の建替工事に着手し

ました。 

 (2) 良好な住環境の整備 

  都心部や主要駅周辺における市街地開発事業として、豊田浄水特定土地区画整理事業により、

公共施設の整備をはじめ保留地の造成を行い、良質な宅地の供給を推進しました。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

市営住宅戸数 － 1,977戸 2,067戸 

 

 基本施策18  子どもの安全の確保 

【基本施策の考え方】 

 昔に比べて子どもは屋外で遊ばなくなったと言われますが、これは子ども自身のライフスタイ

ルの変化によるほか、地域における交通事故の発生件数の増加や治安状況の悪化などを背景に、

屋外で安全に遊ぶことができなくなった部分も少なくありません。 

 このため、子どもたちが安心して屋外で遊ぶことができるよう、交通安全教育の推進などによ

り交通事故から子どもを守る取組を積極的に進めるとともに、地域住民による自主的な防犯活動

を促進し、地域における治安対策の強化に努めます。 

 また、家庭や地域における日常生活での乳幼児の事故を予防し、事故発生時に適切な対応がで

きるよう、子どもの事故防止に関する意識や知識・技術の普及に努めます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 子どもの交通安全を確保する活動の推進 

  交通安全教育の拠点施設整備及び運営について、「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律」に基づく事業として推進し、平成２２年３月に豊田市交通安全学習

センターが完成しました。管理運営に関しては、豊田交通教育株式会社を指定管理者に指定し

ました。 

  交通事故の被害者になりやすい幼児・児童を対象に、学校教育の一環として、交通公園内の

教室や市街地模擬路を活用した交通安全教室を実施しました。参加者数は、こども園・私立幼

稚園児が７，６８３人、小学校１年生が４，１３８人、小学校４年生が４，１６０人でした。 

  交通安全市民会議においては、「広げよう！思いやり運転の輪」を年間テーマとし、９７の

加盟団体を中心とした交通安全市民運動等の啓発活動を行いました。参加者数は、年４回の市

民運動に延べ約１３０，０００人、交通安全フェアに１４，４２７人、交通安全市民大会に３

５０人でした。また、交通安全作品として、ポスター・体験文・標語の募集を行い、応募総数

は９，６５０点でした。 

  また、自治区の要望により、交通安全施設を交通危険箇所に整備し、交通事故対策を講じま

した。設置実績は、カーブミラーが２０４基、防護柵が２，２８４ｍ、区画線が１２１，７４

５ｍ、道路照明灯が４２基、発光式道路鋲が１３１基、地点名表示板が７３枚でした。 

 (2) 犯罪等の被害から子どもを守る活動の推進 

  地域の防犯活動を推進するため、関係機関・団体による情報交換と防犯体制の確立を目指し

て、豊田市防犯ネットワーク会議を３回開催し、防犯ネットワークニュースを３回発行しまし

た。また、犯罪に対する市民の不安感がどの程度変化したかを継続的に検証する「犯罪に対す

る不安感調査」を実施しました。調査票配布枚数は３，９６９枚で、回収枚数は２，８３１枚

でした。 

  犯罪のないまちづくり活動支援事業として、地域安全指導員による巡回指導、地域安全巡回

員による巡回、「緊急メールとよた」による不審者情報の提供及び犯罪発生マップの公表、防

犯活動物品の支給、地域防犯リーダー養成講座の開催、自主防犯活動団体研修会を実施しまし
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た。 

  安全な生活環境を整備するため、自治区の防犯灯の設置に対する助成を実施しました。防犯

灯新設・移設が９４０灯、更新が４１２灯、ポール設置が８８本でした。 

  子どもたちが犯罪から緊急避難できる場所を確保するため、「通学路こども１１０番の家」

の設置拡大を呼びかけました。設置数は１，７７１か所でした。 

 (3) 子どもの事故防止対策等の充実 

  子どもの事故防止に関する知識や技術の普及を図るため、交流館主催のサークルや自主サー

クルからの依頼により、保健師が講師となり事故予防の講座を実施しました。また、マタニテ

ィ教室･ベビー教室でも延べ１１回事故予防の普及啓発につとめ、参加者数は２０２人でした。 

  東海地震など大規模地震への対策を推進するため、マタニティ教室やベビー教室において、

子どもを守る親の意識や子どもの年齢に応じた災害の備えなどの情報提供を実施しました。ま

た、全市的な防災知識の普及啓発事業として、市民防災総合演習や自主防災訓練の実施、産業

フェスタや消防フェスタで防災啓発ブースを設置するなど、子どもや親を含めた市民参加がで

きる機会を提供し、防災に関する知識や技術の普及活動を行いました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

交通安全教室の開催回

数 
310回※ 362回 350回 

各季の市民運動参加者

数 
－ 

延べ 

約130,000人 

延べ 

約100,000人 

交通安全フェア参加人

数 
－ 14,427人 22,000人 

交通安全作品応募数 － 9,650点 10,000点 

交通安全施設の対策箇

所数 
－ 640か所 500か所 

防犯ネットワーク会議

の開催 
－ 年３回 年３回 

自主防犯活動団体結成

数 
－ 368団体 350団体 

通学路こども110番の家

の設置箇所数 
約600箇所 1,771箇所 1,300箇所 

事故防止教育の実施回

数 
5回※ 11回 60回 

子どもの事故防止サポ

ーター数 
－ 事業廃止（H18） 10人 

産業フェスタ啓発活動 － 1,000人 2日間/1,000人 

消防フェスタ啓発活動 － 200人 1日/200人 
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施策の取組方針６ 重層的・多面的な子育て支援ネットワークの構築 

 

 基本施策19  地域の子育て支援ネットワークの構築 

【基本施策の考え方】 

 子育て中の親の孤立を防ぎ、育児を楽しめるようにするためには、子育て中の親同士が知り合

い、共に活動する子育てサークル等の活動を活発化させることが非常に重要な取組であると考え

られます。このため、本市ではこれまでも様々な場面をとらえて子育てサークルの組織化に取り

組んできましたが、この取組をさらに強化するとともに、サークル間のネットワークの形成や活

動の継続化に向けた支援を行っていきます。 

 また、あらゆる子育て家庭が、身近な地域においてそれぞれのニーズに応じた多様な支援が受

けられるようにするためには、行政によるサービスを充実させるだけではなく、地域の様々な主

体による子育て支援の機能を強化することが必要です。このため、地域における子育て支援の担

い手を発掘し、これらの担い手による取組を地域の子育て支援ネットワークの構築につなげてい

きます。地域住民自身が担い手となり特に期待できる取組としては、子育て家庭が相互に交流し、

気軽に子育ての不安や悩みを相談し解消できる場や子ども自身が家庭や学校以外で過ごせる場

の運営、さらには相互保育の実施などが考えられます。このようなサービスは、専門職が実施す

るよりも、むしろ地域住民が相互に助け合いながら取り組むことにより、気軽に利用でき、また

理解や共感を互いに得やすいなどの利点があります。このような取組が各地域において積極的に

展開されることにより、希薄化してきた地域社会の人と人のつながりの再生や、地域における子

どもの養育機能の強化が図られると考えます。 

 

【平成２１年度の実施状況】 

 (1) 子育てサークルの育成支援とネットワーク化の推進 

  とよた子育て総合支援センターでは、親同士が子育ての悩みや喜びを分かち合い、子どもが

楽しく安心して遊べる場を提供するため、育児講座を１１回、げんきっこそだて講座を６回、

支援センター定例会を１２回、子育てサークル情報交換会を３回開催しました。年間利用者数

は延べ１４７，１７９人でした。 

  ３歳児サークルの組織化を支援するため、一部の公立幼稚園で未就園の３歳児とその保護者

を対象に、幼稚園の遊戯室や園庭を月１～２回開放しました。 

  継続的に活動する子育てサークル５１グループを対象に、子育てサークル活動費補助を実施

しました。また、子育て中の親のネットワークを構築するきっかけを提供するため、子育てサ

ークル研修会及び子育てサークル情報交換会を３回開催しました。 

 (2) 子育てサポーターの育成と地域連携の促進 

  こども園等の子育てひろばや交流館の子育てサロンにおいて、手遊びや親子遊びなどの実技

を指導する子育てサポーターの全体研修会を２回実施しました。参加者数は延べ１１７人で、

子育てサポーター登録者数は１４８人でした。 

また、子育て等に不安や悩みを持つ母親の身近な相談員としての「母子保健推進員」の養成

講座を１１回開催しました。受講者数は１７人でした。 
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【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

とよた子育て総合支援

センターの年間利用者

数 

281,626人 147,179人 200,000人 

親子つどいの広場の設

置箇所数 
1か所 2か所 10か所 

子育てひろばの開設日

数 
1日／週※ 2日／週 2日／週 

子育てサロンの開設交

流館数 
10交流館 16交流館 16交流館 

子育てサロンの年間利

用者数 
24,532人（5か月） 117,318人 96,000人 

子育てサークル支援制

度により支援する子育

てサークルの団体数 

－ 51団体 40団体 

子育て支援コーディネ

ーターの登録人数 
－ 2人 30人 

母子保健推進員養成講

座延べ受講者数 
208人 337人 300人 

地域教育懇談会の設置

地区数 
2地区（モデル） 26地区 全地区 

育児支援家庭訪問事業

の延べ派遣件数 
992件 2,195件 2,000件 

 

 基本施策20  子どもと家庭をめぐる問題への対応 

【基本施策の考え方】 

 児童虐待により、子どもが重傷を負ったり、死亡に至ったり、満足に食事も与えられず放置さ

れている記事が新聞やテレビのニュースで連日のように取り上げられています。発見される児童

虐待の事例は、全国児童相談所の報告では１０年前の約１５倍以上に急増し、児童虐待の定義や

発見、通告、早急な対応などが定められた「児童虐待の防止等に関する法律」も平成１２年１１

月に施行されています。 

 育児不安や児童虐待のケースへの支援は、多様な主体が連携して、多面的に行う必要がありま

す。このため、母子保健、医療、児童福祉、学校教育等の様々な領域や、行政機関、民間団体な

ど、所管や立場が異なる複数の機関が有機的に機能連携できるよう、各機関の役割と連携のルー

ルを明確化するとともに、連絡調整や情報共有のための専門的支援体制の整備を図ります。 

 また、児童虐待の予防の観点においては、現に虐待の問題や育児不安を抱える家庭への問題解

決に向けた支援を充実させるほか、地域住民に対して児童虐待の予防や通告義務に関する意識啓

発を図ります。 

 

【平成２１年度における実施状況】 

 (1) 専門的支援体制の構築 

  児童虐待を早期に発見し、状況に応じた機動的な対応を行うとともに、問題の深刻化や再発

を防止するため、豊田市家庭児童相談室（子ども部子ども家庭課内）に、児童虐待防止専門職

員を配置しています。児童虐待を含む児童相談・援助を行う専門職員として、心理士６名、家

庭相談員１名、社会福祉士２名、保健師１名を配置し、相談体制の充実を図りました。また、

指導主事１名を配置し、学校との連携強化に努めました。そのほか、職員の資質向上を図るた
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め、児童相談センターの事例検討会に事例を提供し、対応方法や効果的な支援方法について関

係機関とともに検討会を実施しました。 

 (2) 地域住民と関係機関の連携 

  要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童）を適切に支援するため、児童福祉、保健医療、教育、警察・司法その他の関係機関が連携

し「豊田市要保護児童・ＤＶ対策協議会」を豊田市児童相談センターと共催で開催しました。

協議会の組織は、代表者会議、実務者会議、要保護児童・家庭サポートチーム会議の３層で構

成し、関係機関の連携体制や個々のケース対応について協議しました。また、平成２１年度か

ら実務者会議に主任児童委員との情報交換会を追加しました。 

  児童虐待防止に関する知識の普及を図るため、児童・生徒や教師を対象に、学校指導者研修

会での講演会とＣＡＰプログラムを用いたワークショップを２５４回開催しました。 

 (3) 育児不安を抱える家庭への支援 

育児不安を抱える家庭のグループミーティングでは、母子別室で話し合う教室を開催しまし

た。子育てに関する悩みを親同士が共有することにより不安軽減を図り、問題解決に向けた支

援に取り組みました。年２４回開催し、親延べ１３３人、子延べ１３９人が参加しました。 

  若年、高齢初産、多胎、育児不安等のある妊産婦を対象に助産師が家庭訪問し、健康管理や

育児指導を実施しました。また、養育支援が必要な家庭に対して、ヘルパーを派遣して家事や

育児を援助しました。 

 

【主な指標の進展状況】 

指標名 
平成16年度 

実績値 

平成21年度 

実績値 

平成21年度 

目標値 

専門職員の配置 － 

心理士6人 

家庭相談員1人 

社会福祉士2人 

保健師1人 

心理士 

家庭相談員 

社会福祉士 

精神保健福祉士 

介護福祉士 

スキルアップ研修の実

施回数 
12回 22回 12回 

教職員対象研修会 

 
－ 404名 500名 

児童虐待防止講座開催

回数 
－ Ｈ19事業廃止 1回以上／年 

虐待防止教育の実施回

数 
－ 254回 20回／年 

育児支援家庭訪問事業

の延べ派遣件数 
992件 2,195件 2,000件 

 


